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臓器の移植に関する法律の運用に関する指針（ガイドライン）一部改正新旧対照表
（傍線部は改正部分）

改 正 後 現 行

第１ 書面による意思表示ができる年齢等に 第１ 書面による意思表示ができる年齢等に
関する事項 関する事項
臓器の移植に関する法律(平成９年法律第１ 臓器の移植に関する法律(平成９年法律第１

０４号。以下「法」という。)における臓器提 ０４号。以下「法」という。)における臓器提
供に係る意思表示（親族に対し当該臓器を優 供に係る意思表示の有効性について、年齢等
先的に提供する意思表示を含む。）の有効性 により画一的に判断することは難しいと考え
について、年齢等により画一的に判断するこ るが、民法上の遺言可能年齢等を参考として
とは難しいと考えるが、民法上の遺言可能年 、法の運用に当たっては、１５歳以上の者の
齢等を参考として、法の運用に当たっては、 意思表示を有効なものとして取り扱うこと。
１５歳以上の者の意思表示を有効なものとし
て取り扱うこと。

知的障害者等の意思表示については、一律 知的障害者等の意思表示については、一律
にその意思表示を有効と取り扱わない運用は にその意思表示を有効と取り扱わない運用は
適当ではないが、これらの者の意思表示の取 適当ではないが、これらの者の意思表示の取
扱いについては、今後さらに検討すべきもの 扱いについては、今後さらに検討すべきもの
であることから、主治医等が家族等に対して であることから、主治医等が家族等に対して
病状や治療方針の説明を行う中で、患者が知 病状や治療方針の説明を行う中で、患者が知
的障害者等であることが判明した場合におい 的障害者等であることが判明した場合におい
ては、当面、法に基づく脳死判定は見合わせ ては、当面、法に基づく脳死判定は見合わせ
ること。 ること。
（削除） 臓器の提供先を指定する意思が書面により

表示されていた場合は、脳死・心臓死の区別
や臓器の別にかかわらず、親族に限定する場
合も含めて、当面、当該提供先を指定する意
思表示を行った者に対する法に基づく脳死判
定及びその者からの臓器の摘出は見合わせる
こと。

第２ 親族への優先提供の意思表示等に関す （新設）
る事項

１ 親族の範囲
臓器を優先的に提供する意思表示に関し

て法に規定する「親族」の範囲については
、立法者の意思を踏まえて限定的に解釈し
、配偶者、子及び父母とすること。この場
合において、配偶者については、届出をし
ていないが、事実上婚姻関係と同様の事情
にある者は除き、養子及び養父母について
は、民法上の特別養子縁組によるものに限
ること。

２ 意思表示の方法
親族に対し臓器を優先的に提供する意思

は、移植術に使用されるための臓器を死亡
した後に提供する意思に併せて、書面によ
り表示することができること。

また、特定の親族を指定し、当該親族に
対し臓器を優先的に提供する意思が書面に
より表示されていた場合には、当該臓器を
当該親族を含む親族全体（１に規定する範
囲の配偶者、子及び父母）へ優先的に提供
する意思表示として取り扱うこと。

３ 親族関係等の確認
親族への優先的な臓器のあっせんに際し

ては、親族関係及び当該親族本人であるこ
とについて、公的証明書により確認するこ

別添
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と。
親族関係について、移植希望者（レシピ

エント）の選択の際に親族関係を確認でき
る公的証明書の入手が困難であることが明
らかな場合には、入手可能なその他の公的
証明書及び家族・遺族（複数が望ましい。
）からの証言により、移植希望者（レシピ
エント）の選択を開始して差し支えないこ
と。ただし、可能な限り速やかに親族関係
を確認できる公的証明書により確認するこ
と。

４ 留意事項
（１）親族へ臓器を優先的に提供する意思

表示が有効に行われていた場合であって
も、医学的な理由から、必ずしも親族に
対し移植術が行われるとは限らないこと
。

（２）親族へ臓器を優先的に提供すること
を目的とした自殺については、これを防
ぐ必要があること。

このため、親族のうちに移植希望者（
レシピエント）登録をした者がいる者が
親族へ臓器を優先的に提供する意思を書
面により表示していた場合に、当該意思
表示を行った者が自殺を図ったときには
、親族への優先的な臓器のあっせんは行
わないこと。この場合には、移植術に使
用されるための臓器を死亡した後に提供
する意思が書面により表示されていたも
のとして取り扱うこと。

（３）移植術に使用されるための臓器を死
亡した後に提供する意思に併せて、親族
（１に規定する範囲の配偶者、子及び父
母）以外の者に対し、臓器を優先的に提
供する意思が書面により表示されていた
場合は、優先提供に係る意思表示は無効
であること。この場合には、移植術に使
用されるための臓器を死亡した後に提供
する意思が書面により表示されていたも
のとして取り扱うこと。

（４）臓器の提供先を特定の者に限定する
意思が書面により表示されており、その
他の者に対する臓器提供を拒否する意思
が明らかである場合は、親族に限定する
場合も含め、脳死・心臓死の区別や臓器
の別に関わらず、当該意思表示を行った
者に対する法に基づく脳死判定及びその
者からの臓器摘出は見合わせること。

第３～４ （略） 第２～３ （略）

第５ 脳死した者の身体から臓器を摘出する 第４ 脳死した者の身体から臓器を摘出する
場合の脳死判定を行うまでの標準的な手順 場合の脳死判定を行うまでの標準的な手順
に関する事項 に関する事項

１～２ （略） １～２ （略）
３ 連絡を受けた臓器移植ネットワークにお ３ 連絡を受けた臓器移植ネットワークにお

いては、直ちにコーディネーターを派遣す いては、直ちにコーディネーターを派遣す
ること。派遣されたコーディネーターは、 ること。派遣されたコーディネーターは、
主治医から説明者として家族に紹介を受け 主治医から説明者として家族に紹介を受け
た後に、家族に対して、脳死判定の概要、 た後に、家族に対して、脳死判定の概要、
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臓器移植を前提として法に規定する脳死判 臓器移植を前提として法に規定する脳死判
定により脳死と判定された場合には、法に 定により脳死と判定された場合には、法に
おいて人の死とされていること、本人が臓 おいて人の死とされていること、本人が臓
器を提供する意思及び脳死判定に従う意思 器を提供する意思及び脳死判定に従う意思
を書面で表示し、かつ、家族が臓器提供及 を書面で表示し、かつ、家族が臓器提供及
び脳死判定を拒まない場合に、脳死した本 び脳死判定を拒まない場合に、脳死した本
人から臓器を摘出することができること等 人から臓器を摘出することができること等
について必要な説明を行うとともに、本人 について必要な説明を行うとともに、本人
が書面により脳死の判定に従い、かつ臓器 が書面により脳死の判定に従い、かつ臓器
提供に関する意思を表示しているか否かに 提供に関する意思を表示しているか否かに
ついて、また親族に対して臓器を優先的に ついて書面により確認すること。また、家
提供する意思を表示しているか否かについ 族が、脳死判定を行うこと及び臓器を提供
て書面により確認すること。また、家族が することを拒まない意思があるか否かにつ
、脳死判定を行うこと及び臓器を提供する いて確認すること。
ことを拒まない意思があるか否かについて
確認すること。

臓器を提供する意思表示に併せて、親族
に対し当該臓器を優先的に提供する意思を
表示していることが書面により確認された
場合には、親族への優先提供に関して必要
な説明を行うとともに、該当する親族の有
無及び当該親族の移植希望者（レシピエン
ト）登録の有無について把握すること。

主治医は、家族が希望する場合には、こ 主治医は、家族が希望する場合には、こ
れらの者の説明に立ち会うことができるこ れらの者の説明に立ち会うことができるこ
と。 と。

なお、説明に当たっては、脳死判定を行 なお、説明に当たっては、脳死判定を行
うこと及び臓器を提供することに関する家 うこと及び臓器を提供することに関する家
族の承諾の任意性の担保に配慮し、承諾を 族の承諾の任意性の担保に配慮し、承諾を
強要するような言動があってはならず、説 強要するような言動があってはならず、説
明の途中で家族が説明の継続を拒んだ場合 明の途中で家族が説明の継続を拒んだ場合
は、その意思を尊重すること。また、家族 は、その意思を尊重すること。また、家族
の置かれている状況にかんがみ、家族の心 の置かれている状況にかんがみ、家族の心
情に配慮しつつ説明を行うこと。 情に配慮しつつ説明を行うこと。

４ （略） ４ （略）

第６～１４ （略） 第５～１３ （略）


